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                     平成 13 年 7 月 12 日

太宰府市長 佐 藤 善 郎 様

太宰府市税制審議会

会 長 水 谷 守 男

太宰府市観光環境税（仮称）の新設について（答申）

平成 13 年 4 月 19 日付け 13 太税第 19 号で諮問があった、太宰府市観光環

境税（仮称）の新設について、太宰府市税制審議会規則（平成 13 年規則第 3

号）第 2 条の所掌事務に基づき慎重審議を重ねた結果、下記のとおり答申しま

す。

記

地方分権一括法の施行に伴う新税導入に関して、標記法定外税を全国に先駆

け、時代の趨勢にあった「自主財源の確保」を目的として計画していることは、

国の方針である「課税自主権の行使」「地方自治体の自己決定・自己責任」に

即した施策である。

また、 21 世紀の地方自治を展望するとき、少子・高齢化の進展、経済社会

の構造変化、国の地方交付税制度や補助金制度の見直しなど、これからの地方

自治体は歳入面について厳しい状況が予測される。歳出面についてはまちづく

りに必要な事業費、福祉関係に要する費用等、鋭意支出の抑制を図るとしても、

市民ニーズの多様化により支出増は余儀なくされる時代に突入することが考

えられる。

太宰府市は第四次太宰府市総合計画において、市の将来像として「歴史とみ

どり豊かな文化のまち」を志向している。市域は、豊かな自然と特別史跡大宰

府政庁跡や太宰府天満宮をはじめとする歴史的文化遺産に恵まれ、近い将来に

○写  
添付資料１-1 
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は九州国立博物館（仮称）が開館されることになっている。

さらに、市の特性を生かして「太宰府市まるごと博物館」構想を一層推進す

るためには、市民の理解と協力が不可欠であることは言うまでもない。また年

間 650 万人に及ぶ来訪者も、多くは乗用車などの交通手段を利用し道路交通や

環境面などにおいて外部不経済をもたらす可能性が大きいだけに、将来の世代

に引き継いでいく歴史的文化遺産の重要性を認識してもらい、その保存につい

てより一層の協力を訴えることは必要である。

そこで審議会では、「地方分権・地方主権」の時代に相応する地方税制のあ

り方等を十分に踏まえ、財政面・税制面あるいは市内各種団体・市民代表者な

どの幅広い立場から「太宰府市観光環境税（仮称）導入の本市の方針」「太宰

府市法定外税新設概要（案）」について問題点等を明確にするように努めてき

た。

この答申が「地方分権の推進」の一助になれば幸いである。

法定外税新設概要（案）について

（趣 旨）

○ 「歴史とみどり豊かな文化のまち」を推進する上での環境保全および今

後の環境施策を振興する見地から、目的税的な普通税が適切か、あるいは

受益と負担の関係を明確にする目的税が適切であるかを審議した結果、税

収使途を開示することを条件に「法定外普通税」が適切であると考える。

○ 公共交通機関の利用促進の文言は、趣旨の中で表現すべきでないと考え

られるので再度検討すべきである。

（定 義）

○ 観光用有料駐車場の定義について、「観光施設や文化施設等を訪れる観

光客等のため」という判断を市長に委ねるのは恣意が入る余地がある。逆

に、市内の常設と臨時のすべての有料駐車場を対象とし、非課税の範囲を

明記することにより行政の恣意の入る余地を排除すること等を含め、さら

に明確な定義にすべきである。

（税 目）
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○ 税目は観光環境税（仮称）ということであるが、趣旨を考慮した場合「観

光」の文言はそぐわない。市の将来像を「歴史とみどり豊かな文化のまち」

としており、近い将来、九州国立博物館（仮称）が開館されること等を考

慮すると、文化水準の高い歴史的遺産の保全を勘案して「歴史文化環境税」

「歴史環境保全税」など、市のイメージに合致した税目を再度検討すべき

である。

（課税客体・納税義務者）

○ 課税客体は乗用車などを駐車場に有料で駐車する行為であり、駐車後の

行動について関知するものではない。また、納税義務者は乗用車などを駐

車場に有料で駐車する者となっていることから、すべての乗用車などの駐

車行為を対象とすべきであり、当該市に居住する者、居住しない者を問わ

ず賦課すべきであると考える。

（税 率）

○ 税率については概ね適正であるが、自動二輪車も有料で駐車する以上、

今回の税の趣旨、租税の公平性を考慮した場合、渋滞と環境整備はリンク

しないので賦課する方向で検討すべきである。また、駐車場料金に格差が

あっても、税率は定額にすることが租税の公平性から望ましいと考える。

（非課税事項）

○ 非課税事項は該当なしとあるが、身体障害者は乗用車などを利用せざる

を得ない場合が多いので、福祉の観点から身体障害者への配慮を検討すべ

きと考える。また、駐車場の定義との関係により、月極駐車場等について

も検討すべきである。

付記事項（その他の意見）

（税収の使途の明確性）

○ 今回の法定外普通税は目的税的な普通税であり、あくまでも将来の「太

宰府市のロマンあるまちづくり」を考慮した環境整備費などに充てるもの

である。よって、計画的な執行は勿論、使途の明確化や公表も考慮すべき

であり、予算編成について十分配慮することが必要と考える。その意味で、

近年、アカウンタビリティは地方自治体に課せられた大きな行政課題であ
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ることから、公会計制度の導入も併せて検討すべきである。

（納税義務者、特別徴収義務者の理解）

○ 今回の法定外普通税は、納税義務者、特別徴収義務者の協力なしには機

能しない制度である。したがって両者に対し、新税導入の経緯、課税の趣

旨及びその使途について理解を求めるような方策を検討すべきである。特

に、特別徴収義務者に対しては、徴収業務が複雑にならないように万全の

措置を講ずるべきである。

（無料駐車場の有料化）

○ 租税の公平性を図るうえからも、現在無料で利用されている大宰府政庁

跡、観世音寺、九州歴史資料館の駐車場の外、年始や観梅等における市役

所駐車場、小学校校庭等の無料開放についても有料化で検討すべきである。

（違法駐車対策）

○ 新税導入の結果、違法駐車が増加し、市民生活に支障が生じることがな

いようにすることが肝要である。特に正月三が日等の交通量が極端に増加

する時期については、その取り締りに関して警察と連絡を密にすることが

必要である。

（観光拠点のネットワーク）

○ 九州国立博物館（仮称）の開館を見据え、市内に点在する歴史・文化・

観光資源のネットワーク化については、「太宰府市まるごと博物館」構想

の実現からも急務である。さらに、九州内の他の観光都市との連携を強化

すること等により、太宰府市への来訪者の増加策を積極的に講じる必要が

ある。

（経済的効果と社会的効果） 

○ 来訪者や商店街、市民への影響から考えられる経済的効果、近隣市町や

他の自治体に与える影響から考えられる社会的効果についても明確にす

る必要がある。 
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平成 16 年 11 月 1 日

太宰府市長 佐  藤 善  郎  様

太宰府市税制審議会

会 長   馬  場  哲  郎

「太宰府市歴史と文化の環境税」について（答申）

平成 16 年 5 月 31 日付け 16 太税第 69 号で諮問があった「太宰府市歴史と

文化の環境税」について、太宰府市税制審議会規則（平成 13 年規則第 3 号）

第 2 条の所掌事務に基づき慎重な審議を重ねた結果、下記のとおり答申します。

記

 太宰府市歴史と文化の環境税条例（平成 14 年条例第 9 号）は、本市の「歴史

とみどり豊かな文化のまちづくり」を推進するために制定された。課税の根拠は

条例第 2 条で規定しているように地方税法に基づくものだが、本条例の施行（平

成 15 年 5 月規則第 32 号）時期における混乱にみられたように、条例施行後１年

数ヶ月たった今日でも本税の趣旨が納税者や駐車場事業者等に十分に理解されて

いるとは言い難い。その背景には、基金運営が途上期にあることや、納税者等に

対するアピールができていないことなどが考えられる。

 上記の点を踏まえ、引き続き、納税者等に対して、本税の理解に努められる必

要がある。この答申が「まちづくり」の一助になれば幸いである。

太宰府市歴史と文化の環境税について

（課税標準及び税率について） 

○ 本税は、条例第１条の趣旨に定めるように、太宰府市固有の歴史的文化遺

産及び観光資源等の保全と整備を図り、環境にやさしい「歴史とみどり豊か

○写  
添付資料１-2 
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な文化のまち」を創造するために設けられた。   

厳しい財政事情の中での将来の本市のまちづくりを考え、また、他市の観

光地での駐車料金や納税者の負担の程度を勘案した場合、１台あたりの税率

について、バイク 50 円、乗用車 100 円、マイクロバス 300 円、バス 500 円

という現行水準は妥当であり、本税の課税標準及び税率については現状のま

まが望ましいと考える。 

  審議会での議論で、現行の税率は高く、納税者に負担をかけているとの指

摘もあった。 

（非課税対象となる駐車可能台数について） 

○ 審議会の議論の中で、5 台以下の零細な事業者にまで課税するのはどうか

といった意見が出された。そこで、審議会では、過去の経緯を踏まえ 5 台以

下の事業者に意見の発表やアンケートに対する回答を求めたが、大半の事業

者からの意見の開陳はなかった。事業者の理解が得られない現状では、現実

的な選択として 5 台以下の非課税はやむをえないと考える。 

さらに、年間 10 日以下の駐車場事業者の非課税の撤廃については、実態

把握が困難であり、そのための調査にかなりの出費を余儀なくされる可能性

がある。 

したがって、このような諸般の事情を考慮して現状のままが望ましいもの

と考える。 

しかしながら、納税者である来訪者の立場からの公平性を重視した場合に

は、5 台以下あるいは年間営業日数 10 日以下の駐車場事業者に対する非課

税を基本的には廃止することが望ましいとの意見もあった。 
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平成 16 年 11 月 1 日

太宰府市長 佐  藤 善  郎  様

太宰府市税制審議会

会 長   馬  場  哲  郎

「太宰府市歴史と文化の環境税」について（提言）

平成 16 年 5 月 31 日付け 16 太税第 69 号で諮問があった、「太宰府市歴史と

文化の環境税」について、太宰府市税制審議会規則（平成 13 年規則第 3 号）

第 2 条の所掌事務に基づき慎重な審議を重ねたところ、諮問事項以外の件につ

いて意見がありましたので、下記のとおり提言します。

記

太宰府市歴史と文化の環境税について

（申告納入の期限延長） 

○ 現状では、駐車場事業者は、1 年間を 3 期に分けて、それぞれ 15 日以内

に税を申告納入するシステムになっている。しかし、帳簿等の整理をし、税

の申告納入をする期間として、15 日以内は短かすぎると判断される。 

  市においては、駐車場事業者に対してできる限り負担を軽減し、申告納入

が円滑に行われるよう、納期限を見直されることが望ましいと考える。 

（特別徴収義務者への配慮） 

○ 市は、この税の徴収を駐車場事業者に委ねている。日々、太宰府市のまち

づくりのために、通常業務の他に申告納入や帳簿等への記録及び保存などで

負担をかけている当該駐車場事業者に対して、何らかの配慮をすることが望

ましいと考える。 

○写  
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平成 18 年 5 月 9 日

太宰府市長 佐  藤 善  郎  様

太宰府市税制審議会

会 長   馬  場  哲  郎

「太宰府市歴史と文化の環境税」について（答申）

平成 18 年 4 月 13 日付け 18 太税第 7 号で諮問があった「太宰府市歴史と文

化の環境税」について、太宰府市税制審議会規則（平成 13 年規則第 3 号）第

2 条の所掌事務に基づき慎重な審議を重ねた結果、下記のとおり答申します。

記

 太宰府市歴史と文化の環境税条例（平成 14 年条例第 9 号）は、本市の「歴史

とみどり豊かな文化のまちづくり」を推進するために平成 15 年 5 月 23 日に施行

され、 3 年の適用期間を迎えようとしている。

本税は条例第１条の趣旨に定めるように、太宰府市固有の歴史的文化遺産及

び観光資源等の保全と整備を図り、環境にやさしい「歴史とみどり豊かな文化

のまち」を創造するために設けられた。本来この税は、この歴史的文化遺産を

後世に継続するためにも、来訪者へ協力していただくことが大きな目的である。 

 審議会において、まず、本税が施行された 3 年間で約 1 億円の自主財源が確保

できたこと、また、貴重な税収の使途については運営協議会で審議されて、19 件

の各種事業に目的税的普通税として概ね有効に使われていることを確認した。

太宰府市歴史と文化の環境税について

（太宰府市歴史と文化の環境税条例（平成 14 年条例第 9 号）附則第 2 項に基

づく適用期間「市長は、この条例の施行後 3 年を目途として、この条例の施行

状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例

○写  

添付資料１-3 
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の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとす

る」について） 

今回の審議会の過程で、次の共通認識を持つことができた。 

①将来のまちづくりのための財源の確保の必要性があること。 

②現行の環境税の徴収のあり方では公平性が必ずしも徹底されていないこ

と。 

また、平成 18 年 3 月に市当局により実施された市民・納税者・事業者の意識

調査では、市民の 46.7%が継続、35.8%が見直して継続の意向であった。これは、

市民の多くが評価していることを示している。

しかし、一方では、納税者 73.1％、事業者の 84.２％が廃止の意向である。こ

の点も重く受け止めなければならない。

将来のまちづくりのための財源確保については、本税を継続する案と市民

自らまちづくりに参画することになる寄附による基金制度の二つの案が提言

された。 

審議会委員の意見としては、必ずしも、本税の継続について共通の認識を

得るまでには至っていない。しかし、市民の意向、将来のまちづくり財源の

必要性、これまでの運用面での一定の成果等は重視しなければならない。 

したがって現状にあっては、次の事項を付して「継続」と判断するに至っ

た。 

この答申が、太宰府市の今後のまちづくりの一助になれば幸いである。

(付記事項) 

一、  「来訪者や事業者の理解、制度上の公平性」等を回避するために、本

税を廃止し、それに替わる基金制度の提案「大宰府みらい基金」について

は、時代の趨勢から「協働のまちづくり」という趣旨を踏まえた提案とし

て受け止め、早急の検討課題であると判断する。 

一、  本税の運営にあっては一定の成果を挙げているが、今後はより精度の

高い成果の評価を取り入れ、貴重な税収の使途を明確にし、納税者に開示

することが望まれる。現状においては、運用面で使途が拡散し、納税者に

とって税の効果を分かりにくくしている面は否定できず、今後の課題であ

る。 
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一、 本税が正常に機能するためには、納税者と特別徴収義務者の協力が前

提であり、市当局にとっては、両者に協力と理解を求める努力が必要であ

る。 
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余 白
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平成 20 年 12 月 26 日  

太宰府市長 井  上 保  廣  様  

太宰府市税制審議会 

会  長  馬  場  哲 郎  

太宰府市歴史と文化の環境税について（答申） 

平成 20 年 11 月 10 日付け 20 太税第 223 号で諮問のあった、太宰府市歴史と

文化の環境税について、太宰府市税制審議会規則（平成 13 年規則第 3 号）第

2 条の所掌事務に基づき慎重な審議を重ねた結果、下記のとおり答申します。 

記  

歴史と文化の環境税は、平成 15 年に地方分権及び課税自主権の理念のもと、

まちづくりのための財源として創設された法定外普通税である。3 年目の平成

18 年に税制審議会において審議された後、さらに 3 年の延長がなされている。

このたび、本税の 2 回目の検討時期を迎え、適用期間等について太宰府市長か

ら諮問がなされた。 

まず、会議の冒頭に、前回の税制審議会答申の中に記述のあった「太宰府み

らい基金」について、民間レベルで設けられた太宰府みらい基金創設検討委員

会の検討経過報告がなされた。太宰府市民全体で取り組む制度の創設を目指し、

これまで十数回にわたり調査研究、検討されていることに敬意を表するもので

あるが、未だ完成されたものとして捉えることができず、制度設計や持続可能

性において、やや不確定な要素があった。 

他方、歴史と文化の環境税であるが、前回の答申にあるように不公平性の指

摘があった。公平性の追求と最小徴税費との関係等について活発な議論が重ね

られた結果、税率、非課税項目などを含め、現行どおりの制度が妥当であると

の見解となった。今後も公平性を高めるべく研究、努力を望むものである。 

○写  
添付資料１-4 
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また、歴史と文化の環境税は、全国的に厳しい財政状況の中、5 年間で約 2

億 3 千万円もの収入があったこと、運用において、市民を交えた運営協議会で

の適正な活用への取り組みがなされていることは、太宰府市にとって貴重なも

のと受け止めることができる。 

総括として、今回の税制審議会においては、本税の継続、廃止ともに種々の

意見が得られたが、現段階での制度としての確実性、将来への持続可能性の面

から、歴史と文化の環境税は現行どおり継続し、その期間は 3 年とすることが

望ましいとの見解に至った。なお、適用期間については、基金制度への早期移

行に向けて１年とする意見、現行制度が定着してきているという観点及び実務

面から 5 年とする意見があった。 

さらに、協働の理念を謳う太宰府みらい基金が、これからのまちづくりの新

しいかたちの一つとして期待され、今後も検討していくべき課題であることな

どから、太宰府みらい基金に関する条例の制定とその施行状況、社会経済情勢

の推移等を勘案し、必要に応じて税制審議会が開催されることを望むものであ

る。 

最後に、この答申が、太宰府市の今後のまちづくりの施策実現において、一

助になれば幸いである。 
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平成 23 年 11 月 8 日  

太宰府市長 井  上 保  廣  様  

太  宰  府  市  税  制  審  議  会 

会  長   馬  場  哲  郎  

太宰府市歴史と文化の環境税について（答申） 

平成 23 年 9 月 27 日付け 23 太税第 153 号で諮問のあった、太宰府市歴史と

文化の環境税について、太宰府市税制審議会規則(平成 13 年規則第 3 号 )第 2

条の所掌事務に基づき慎重な審議を重ねた結果、下記のとおり答申します。 

記  

太宰府市歴史と文化の環境税（以下「歴史と文化の環境税」という。）は、

平成 15 年に地方分権及び課税自主権の理念のもと、まちづくりのための財源

として創設された法定外普通税である。3 年目の平成 18 年、6 年目の平成 21

年に、税制審議会において審議され、現在に至っている。このたび、歴史と文

化の環境税の 3 回目の検討時期を迎え、適用期間等について太宰府市長から諮

問がなされた。 

今回の審議会は、太宰府市のまちづくりに今後も一定の財源が必要であるこ

と、歴史と文化の環境税が市民全体でまちづくりを考える際にインセンティブ

効果をもたらしているということを、共通に認識した中での審議となった。 

まず、最初に、前回の税制審議会の答申を踏まえ、歴史と文化の環境税と太

宰府古都・みらい基金についての現況報告があった。歴史と文化の環境税につ

いては、特別徴収義務者である駐車場事業者の方々の多大なるご協力を得て、

毎年約 6 千万円の収入があり、まちづくりのための貴重な財源として貢献して

いること、一方の太宰府古都・みらい基金については、みらい基金創設検討委

員会の調査研究の努力が実り、平成 21 年 9 月に「太宰府古都・みらい基金条

○写  

添付資料１-5 
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例」が制定されたことの報告を受けた。 

審議に入ると、歴史と文化の環境税について、運営協議会の開催により使途

の透明性が確保されているという意見、市民や来訪者にとって、目に見えて“ま

ち”が良くなってきているので必要不可欠という意見があった。 

一方では、税によるまちづくりの所期の目的は達成されていることから継続

する必要はなく、今後は、市民自らがまちづくりに参画するために設置した太

宰府古都・みらい基金を進めていくべきとの意見もあった。 

また、まちづくりについて、これまでの取り組みにより、点から線に広げる

ことができていること、さらに、面へ展開していくためには、太宰府市の将来

像を描く必要があり、市民の代表が語り合える場をつくることが重要であると

の意見もあった。 

これら様々な意見を受け、総括すると、歴史と文化の環境税については、一

定の効果があったこと、収入実績及び将来への持続性の観点から、確実なもの

として捉えることができた。よって、今回の諮問に対する審議結果としては、

歴史と文化の環境税を継続し、その期間は３年とすることが望ましいとの結論

に至った。 

なお、太宰府古都・みらい基金については、条例が施行されたことは評価で

きるものである。しかしながら、導入したばかりであることから、将来のまち

づくりを担うものとして、市民との協働のうえ、成長を期待するものである。 

最後に、この答申が、太宰府市の今後のまちづくりの施策実現において、一

助になれば幸いである。 
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平成 26 年 10 月 30 日  

太宰府市長 井  上 保  廣  様  

太宰府市税制審議会 

会長   馬  場  哲  郎  

太宰府市歴史と文化の環境税について（答申） 

太宰府市税制審議会規則（平成 13 年規則第 3 号）第 2 条の規定に基づき、

平成 26 年 9 月 11 日付 26 太税第 212 号にて諮問されました太宰府市歴史と文

化の環境税について、慎重な審議を重ねた結果、下記のとおり答申します。 

記  

太宰府市歴史と文化の環境税（以下「歴史と文化の環境税」という。）は、

平成 15 年に地方分権及び課税自主権の理念のもと、まちづくりのための財源

として創設された法定外普通税である。これまで税制審議会を 3 年ごとに開催

し、途中 3 回の更新を行い現在に至っている。このたび、4 回目の検討時期を

迎えるにあたり、適用期間等について太宰府市長から諮問があった。 

まず最初に、歴史と文化の環境税が条例施行後 11 年を経過したことから、

過去の税制審議会での議論、収入状況及び使途など歴史と文化の環境税の経緯

についての報告を受けた。さらに、今後の少子高齢化、人口減少の中で本税が

果たす役割の重要性について説明を受けた。 

審議においては、歴史と文化の環境税を財源とする事業が渋滞緩和など住民

の生活環境改善や来訪者へのおもてなしにつながっていることや、事業の決定

については運営協議会の意見を反映することで透明性が確保されているとい

う制度を評価する意見があった。一方で、事業を精査し限られた財源を効率的

に活用すべきという意見や、税率等の現行制度の変更も含めて、継続について

○写  

添付資料１-6 
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は慎重に取り扱った方がいいという意見があった。 

また、歴史と文化の環境税の改廃について、肯定、否定の意見があったため、

引き続き市民、納税者及び駐車場事業者等関係者の意見を基に十分に審議を重

ね、社会経済情勢の変容等を踏まえて制度の点検を続けていく必要があるとい

う意見もあった。 

さらに、市民や納税者に対し、本税の制度や使途についてより一層の周知を

行い理解を求めることが必要であるという意見があった。 

これらの意見を受けて総括すると、歴史と文化の環境税は、11 年間にわた

る関係者の協力により制度として定着し、安定した確実な財源となっており、

使途についても一定の効果があったと認められる。今後も、持続可能性の観点

から「歴史・文化都市」にふさわしいまちづくりを推進するために、この制度

が関係者の理解を得ながら適正に運営されることを期待しつつ、継続すること

が適切であると判断した。 

よって、今回の諮問に対する審議結果としては、歴史と文化の環境税を継続

し、その期間は 3 年とすることが望ましいとの結論に至った。

なお、平成 22 年に導入された太宰府古都・みらい基金の動向等、社会経済

情勢の変容を踏まえ、必要に応じて税制審議会が開催されることを望むもので

ある。 

最後に、この答申が、太宰府市の今後のまちづくりの施策実現において、一

助になれば幸いである。 
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○写  

平成 29 年 10 月 20 日 

太宰府市長 芦 刈  茂 様 

太宰府市税制審議会 

会長 大 野  誠 

太宰府市歴史と文化の環境税について（答申） 

太宰府市税制審議会規則（平成 13 年規則第３号）第２条の規定に基づき、平成 29

年８月２日付 29 太税第 178 号にて諮問されました太宰府市歴史と文化の環境税条例附

則第２項の適用期間に関して、太宰府市歴史と文化の環境税条例施行後における条例

の施行状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、同税がとるべき必要な措置について、

慎重な審議を重ねた結果、下記のとおり答申します。 

記 

太宰府市歴史と文化の環境税（以下「歴史と文化の環境税」という。）は、平成 15

年に地方分権及び課税自主権の理念のもと、まちづくりのための財源として創設され

た法定外普通税である。このたび、５回目の検討時期を迎えるにあたり、適用期間等

について太宰府市長からの諮問により審議を行った。 

１ 現状について 

最初に、事務局から現在の市の財政状況及び歴史と文化の環境税条例施行後 14 年間

の収入状況や使途について説明を受けた。筑紫地区の中でも本市は特に高齢化が進ん

でおり、勤労世代の減少や社会保障費の増大など厳しい財政運営を迫られている。現

在、歴史と文化の環境税は市税収入の約１％を占めるまでに増加している。歴史的文

化遺産や観光資源の保全整備及び環境負荷軽減のための特定財源として、この税が果

たす役割は今後益々増大することが想定される。続けて、歴史と文化の環境税に関す

る意識調査（平成 29 年１月実施）について説明を受けた。本調査は平成 17 年度に実

施した調査と同様のものであり、調査対象である来訪者、市民、駐車場事業者の意識

の変化について、前回調査と比較すると、来訪者、市民にはこの税に肯定的な意見が

増え、駐車場事業者にもその傾向がうかがえた。 

委員からは、制度そのものを知らない人が増加している、看板や領収証などを利用

し来訪者や市民に対し制度の周知に努めるべきである、との意見や、これまで 14年間、

様々な事業を実施してこられたのも関係者、特に駐車場事業者の協力によるものであ

り、市民として感謝の意を表すべきであるとの意見があった。 

２ 使途について 

歴史と文化の環境税を財源とする事業は、市役所の内部だけで決定されているわけ

ではない。歴史と文化の環境税運営協議会での審議を経て事業が決定される。外部の

視点が加わることにより、透明性が確保されるとともに、事業内容や予算について検

添付資料１-7 
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証が行われている。 

委員からは、個別の事業について更なる検証を行い、来訪者にも市民にも有効的な

活用を求めるという意見、渋滞対策にもっと活用するべきであるとの意見、近年多く

の外国人観光客が訪れることからインバウンド対策への更なる取り組みを求める意見

などがあった。 

３ 制度全般について 

税率については、近年の駐車台数の増加に鑑み、実施事業を精査し事業費を抑制す

ることにより１台当たりの税率を引き下げ、負担軽減に繋げることを求める意見や、

反対に財源確保のために税率の引き上げを求める意見があった。 

有料駐車場の定義については、５台以下の駐車場を対象外としているが、条例制定

以降５台以下のコインパーキングが増加していることから駐車台数による定義を見直

す意見も出された。 

しかし、これらの議論は、税財源の大幅な減少や増加に繋がるものであり実質的な

目的税である本税においては使途に影響を与えることから過去の審議経過等も踏まえ、

慎重に行うべきだという意見が出された。 

適用期間については５年という意見もあったが、社会経済情勢の変容を考慮して３

年という意見が主流を占めた。 

４ 結論 

歴史と文化の環境税は関係者の協力のもと、14 年間の実績により制度として定着し

ている。意識調査においては、来訪者や市民から肯定的に受け入れられている一方、

駐車場事業者の一部からは特別徴収について負担感が示されている。今後、より一層

の理解を求める努力が必要である。 

これまでの審議を踏まえ、本審議会は、今回の諮問に対する審議結果として、市の

将来像である「歴史とみどり豊かな文化のまち」を目指したまちづくりのために、引

き続き、この税が適正に運営されることを期待し、３年間、歴史と文化の環境税を継

続することが望ましいとの結論に至った。 

なお、今後、必要に応じて税制審議会が開催されることを望むものである。 
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○写  
令和２年 10 月 22 日 

太宰府市長 楠 田 大 蔵 様 

太宰府市税制審議会 

会長 大 野  誠 

太宰府市歴史と文化の環境税について（答申） 

太宰府市税制審議会規則（平成 13 年規則第３号）第２条の規定に基づき、令和２年

８月６日付２太税第 166 号にて諮問されました太宰府市歴史と文化の環境税条例附則

第２項の適用期間に関して、太宰府市歴史と文化の環境税条例施行後における条例の

施行状況、社会経済情勢の推移などを勘案し、同税がとるべき必要な措置について、

慎重な審議を重ねた結果、下記のとおり答申します。 

記 

太宰府市歴史と文化の環境税（以下「歴史と文化の環境税」という。）は、平成 15

年に地方分権及び課税自主権の理念のもと、まちづくりのための財源として創設され

た法定外普通税である。このたび、６回目の検討時期を迎えるにあたり、太宰府市長

からの諮問により審議を行った。 

１ 現状について 

近年本市には多くのインバウンドの観光客が訪れ、昨年は新元号令和のご縁も頂き

国内観光客も増加傾向にあったが、本年は一転新型コロナウイルスの影響で観光客が

激減しており、歴史と文化の環境税の税収については不透明な部分が多い。

続けて、歴史と文化の環境税に関する意識調査（令和元年度実施）については、調

査対象である来訪者、市民、駐車場事業者の意識の変化について、前回（平成 28 年度）

及び前々回（平成 17 年度）調査と比較すると、来訪者、市民にはこの税に肯定的な意

見が増え、駐車場事業者の中にもその傾向がうかがえた。   

委員からは、この税は太宰府の環境に優しい歴史と文化の環境税であり、魅力ある

まちづくりの財源づくりのために必要であるとの意見や、平成 15 年の創設以降、消費

税が５％から 10％になるなど社会経済情勢が著しく変化している中で大変苦労されて

いる駐車場事業者もいるのではないかとの意見、これまでの間、歴史と文化の環境税

の税収により様々な事業を実施して来られたのも関係者、特に駐車場事業者の協力に

よるものであり、市民として感謝の意を表するとの意見や駐車場事業者と行政がコン

センサスをもって事業を行ってほしいという意見などがあった。 

２ 使途について 

歴史と文化の環境税を財源として実施された事業は、歴史と文化の環境税運営協議

会での審議を経て決定されており、外部の視点が加わることにより、透明性が確保さ

れるとともに、事業内容や予算について検証が行われている。 

委員からは、個別の事業について更なる検証を行うべきであるという意見、市民が
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住み続けたい、来訪者がまた訪れたいと思えるまちづくりを実現するために有効的な

活用を求めるという意見、渋滞対策にもっと活用するべきであるとの意見、渋滞対策

は歴史と文化の環境税だけで解決できる問題ではないとの意見、歴史と文化の環境税

を活用して様々な基盤整備を行ってきており、今後はその運用に関する事業を中心に

するべきではないかとの意見、また、これからは歴史と文化の環境税を充当するべき

事業を精査すべきではないかという意見などがあった。 

３ 制度について 

税率については、現状のままで良い、下げたほうが良い、上げたほうが良い、など

様々な意見が出たところである。また、有料駐車場の定義で課税の対象から除外され

ている駐車可能台数５台以下の駐車場及び年間 10日以内の営業の駐車場である臨時的

駐車場の取り扱いについて見直しを求める意見があった。 

しかし、これらの議論は、税収などに多大な影響を与えることから、過去の審議経

過など、さらには新型コロナウイルスによる駐車場利用者の今後の推移なども踏まえ、

慎重に行うべきだという意見が出された。 

適用期間については、社会経済情勢の変容を考慮して３年という意見が大勢を占め

た。 

４ 結論 

近年本市には多くのインバウンドの観光客が訪れ、昨年は新元号令和のご縁も頂き

国内観光客も増加傾向にあったが、本年は一転新型コロナウイルスの影響で観光客が

激減し、駐車場事業者をはじめ市民にも深刻な影響を及ぼしている。 

そうしたなか、歴史と文化の環境税は創設以来 18 年が経過しようとしており、この

間に３回実施された意識調査においては来訪者や市民からも肯定的に受け入れられて

きており、委員からも様々な意見をいただきながら当初の制度を維持してきている。 

その中には、制度的な見直しを含めた内容の検討を行う必要性についても指摘され

てきたところであるが、検討に当たっては過去の審議経過などを踏まえ慎重に行う必

要があるとの見解が示されてきたところである。 

今回の審議会の中でも、適用期間の延長については一定の理解を得ている一方、税

率については現状維持、引き下げ、引き上げなど様々な意見が出されている。 

また、臨時的駐車場の取り扱いについても公平感をもった見直しについての意見が

出されている他、事業内容を精査すべきではないかという意見も出されている。 

一方で、令和発祥の都としての新たなまちづくりの必要性が求められてきたことや

新型コロナウイルスの影響により税収が大きく減少する事が予想され先行きも見通せ

ないなか、現時点で制度の変更について結論を出すことは困難である。 

以上のことから、今回の諮問に対する審議結果としては、歴史と文化の環境税を現

状のまま３年間継続することが望ましいとの結論に至った。 

なお、新型コロナウイルスの影響及び歴史と文化の環境税運営協議会による事業内

容についての議論を踏まえつつ、税率や臨時的駐車場の取り扱いなどの議論を行い、

歴史と文化の環境税がとるべき必要な措置について今後も税制審議会が開催されるこ

とを望むものである。 



歴文税車種別利用台数の推移

二輪 普通 マイクロ 大型 計

2003 Ｈ15 107 92,970 665 2,262 96,004

2004 16 745 266,053 2,695 11,297 280,790

2005 17 1,335 402,077 5,324 20,295 429,031

2006 18 1,533 467,533 8,122 30,985 508,173

2007 19 2,337 508,418 7,694 29,675 548,124

2008 20 2,600 515,568 6,442 25,716 550,326

2009 21 3,445 586,679 4,254 19,461 613,839

2010 22 3,933 482,316 5,138 22,922 514,309

2011 23 7,268 503,557 4,344 21,999 537,168

2012 24 7,833 514,658 4,684 24,196 551,371

2013 25 7,349 526,963 5,403 24,389 564,104

2014 26 7,651 562,269 5,375 27,942 603,237

2015 27 7,920 578,517 6,201 41,423 634,061

2016 28 7,461 604,596 5,200 43,834 661,091

2017 29 6,906 594,009 5,946 50,948 657,809

2018 30 6,571 597,855 5,288 46,416 656,130

2019 Ｒ1 7,116 617,859 5,647 31,094 661,716

2020 Ｒ2 6,572 475,962 1,566 5,836 489,936

2021 Ｒ3 6,710 454,302 593 2,947 464,552

2022 Ｒ4 7,611 582,773 1,211 8,520 600,115
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特別徴収指定駐車場事業者数の推移

年度
特別徴収
義務者数

指定駐車
場数

コインパーキング

（事業者数）
コインパーキング

（駐車場数）
手渡し他
（駐車場数）

市外
事業者数

15 10 10

16 25 27 6 7 20

17 26 28 7 8 20

18 28 30 7 8 22

19 28 30 8 9 21

20 30 32 10 11 21

21 32 36 10 11 25

22 33 37 11 12 25

23 34 40 11 13 27

24 33 39 11 13 26 6

25 35 41 12 15 26 7

26 36 43 14 17 26 8

27 38 45 16 18 27 9

28 38 47 16 21 26 9

29 39 53 18 28 25 10

30 39 54 19 30 24 11

元 40 55 20 31 24 12

2 41 57 21 33 24 13

3 43 55 22 31 24 15

4 43 56 22 31 25 15

7 8 8 9 11111213131517
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観光客入込数

年度 人数（人）
クルーズ船
寄港数

九博入館者数 備  考

15 5,971,788 - 歴史と文化の環境税初年度

16 5,440,322 -

17 6,106,200 1,280,314 九博開館

18 7,329,339 1,879,855

19 7,005,959 1,386,388

20 6,088,148 37 1,219,487

21 7,137,363 41 1,739,503 九博：阿修羅展

22 7,226,548 90 1,143,666

23 7,001,050 61 884,633 東日本大震災

24 7,689,689 105 1,235,018

25 7,417,514 37 893,154 日中関係悪化

26 8,208,744 128 932,935 消費税率５％⇒８％

27 8,941,898 296 1,024,008

28 9,671,957 334 1,067,831 熊本地震

29 10,927,032 309 842,577 九州北部豪雨

30 10,658,207 277 893,393 西日本豪雨

R1 8,182,361 199 829,655
韓国人観光客減
消費税率８％⇒10％

R2 2,328,838 0 149,919
コロナ緊急事態宣言
九州豪雨

R3 5,189,551 0 236,468
ワクチン接種開始
東京五輪

R4 7,283,702 4 535,611 外国人観光客受け入れ再開

観光案内所調べ
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